
計 2,073 2,049

平
成
2
3
・
2
4
年
度
予
算
内
訳

費　目 23年度当初予算 24年度要求 主な増減理由

生活保護指導監査委託費 2,073 2,049 定員合理化計画に沿った定員削減に伴う減

―

－ － （345） （337）

単位当たり
コスト

　　　　　　　　　　　１，６６４，９１５（円／箇所） 算出根拠

※監査実施福祉事務所数が確定している２１年度にて算出
　（生活保護指導監査委託費執行額／監査実施福祉事務所数）

   2,092,798,000÷1,258＝1,664,914.87669

生活保護指導職員数

活動実績

（当初見込
み）

人
356 350 345

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度 23年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

22年度
目標値

（23年度）

指導監査対象福祉事務所に対する監査実施数

成果実績 箇所 1,244 1,257 集計中 全福祉事務所

達成度

成果指標 単位 20年度 21年度

％ 99.9 99.9

執行率（％） 100 100 100

執行額 2,162 2,093 2,099

計 2,162 2,093 2,099 2,069 2,049

50 4

繰越し等

24年度要求

予
算
の
状
況

当初予算 2,162 2,143 2,099 2,073 2,049

補正予算

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

１．平成10年９月３日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知「生活保護指導職員制度の運営について」により都道府県及び指
定都市（以下、「各都道府県等」と言う。）が指定した生活保護指導職員に要する経費を委託費の交付対象とする（別添１参照）。
２．生活保護指導職員は、生活保護法第23条に基づく法定受託事務として、毎年度管内全福祉事務所に対し、平成12年10月25日
厚生省社会・援護局長通知「生活保護法施行事務監査の実施について」に基づき指導監査を実施し、濫給防止（不正受給の防止
等）、漏給防止（適切な面接相談の実施等）、自立支援について指導する（別添２参照）。

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度 22年度 23年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

関係する計画、
通知等

生活保護指導職員制度の運営について
（平成10年9月3日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知）

生活保護法施行事務監査の実施について
（平成12年10月25日社援第2393号厚生省社会・援護局長通知）

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

最後のセーフティネットである生活保護制度が適正に機能するよう生活保護法第２３条に基づく監査を実施する生活保護指導職
員を都道府県及び指定都市本庁に配置する。

事業開始・
終了(予定）年度 昭和30年度 担当課室 保護課自立推進・指導監査室 金井　正人

会計区分 一般会計 施策名
Ⅰ－１－２

生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること

事業番号 378

　　　　　　　　　　　　　平成２３年行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)
事業名 生活保護指導監査委託費 担当部局庁 社会・援護局 作成責任者



上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

・政令市の追加により職員数を3名増加（17,312千円）し、定員合理化計画による職員数を7名削減（▲41,932千円）を反映した概算要求を行っ
た。

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

予算監視・効率化チームの所見

現
状
通
り

本経費は生活保護法に基づく、指導監査に係る職員の配置にかかる経費であり、生活保護制度の適正化に必要不可欠な経費で
あるため、引き続き必要な予算規模を維持すべき。
ただし、国の整理合理化が進められる中、職員数の整理合理化については別途検討すべき。

－ 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。

○ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

　生活保護受給者世帯が増加し、それに伴う保護費の総額も増加するなかで、その適正な保護の実施は広く国民が求める事項である。そ
のため、各福祉事務所における生活保護業務が、国の方針に従って適正に行われるよう、引き続き各都道府県等に生活保護指導職員を設
置し、その管内福祉事務所に対する指導監査体制の整備強化を図る必要がある。
　また、生活保護指導職員数が定員合理化計画にしたがって削減する傾向にあるなかで、国において会議を開催し、当該職員に対して国の
監査方針等の周知徹底、及びその業務遂行能力の向上を図っており、引き続き生活保護業務に係る監査体制の強化に努めていくこととす
る。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

○ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

△ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

　支出先は、都道府県等であり、その支出先は妥当とい
えるが、その支出額については、国が割り当てた指導職
員数に基づきその人件費等について補助するものであ
るため、各都道府県等の間における競争性を確保してい
るものではない。

○ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
ではないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 特記事項



資金の流れ
（資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する）（単

位：百万円）

厚生労働省 

2,099百万円（H22年度） 

A.都道府県・指定都市 

（６６箇所） 

2,099百万円（H22年度） 

補 助 金 

都道府県及び指定都市に設置した生活

保護指導職員が管内福祉事務所に対し、

生活保護法施行事務監査を実施する。 

都道府県及び指定都市が設置した生活保護指

導職員に要する経費を交付の対象とする。 



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 103 計 0

その他
都本庁生活保護法施行事務監査実施計
画書作成費など 2

金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

人件費
生活保護指導職員に対し支給する給料、
職員手当等及び共済費 101

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

A.都道府県・政令市（東京都） E.

費　目 使　途



支出先上位１０者リスト
A.

10 愛知県 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 41 - －

9 京都市 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 41 - －

8 神奈川県 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 44 - －

7 埼玉県 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 46 - －

6 北九州市 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 46 - －

5 大阪府 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 46 - －

4 兵庫県 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 55 - －

3 北海道 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 77 - －

2 福岡県 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 94 - －

1 東京都 管内福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査 103 - －

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率



３　生活保護指導職員の指定

（別　添　１）

生活保護指導職員制度の運営について（抜粋）

（平成10年9月3日厚生省発社援第２３３号厚生事務次官通知）

　　生活保護指導職員は、都道府県及び指定都市の生活保護主管課職員（当該課を兼務する職
　員を除く。）であって、次に該当する者のうちから、都道府県知事又は指定都市市長が指定する
　ものとする。

（１）社会福祉事業法（昭和26年法律第45号）第18条の規定による社会福祉主事の資格を有する者
　又は社会福祉行政若しくは生活保護行政に相当の経験を有する者で、次のいずれかの職にある
　もの
　ア　課長
　イ　課長補佐（これに相当する待遇の職員を含む。）
　ウ　庶務係長
　エ　保護係長及び係員
　オ　医療係長及び係員
　カ　指導係長及び係員

（２）技術吏員（医療扶助の業務に従事する医師をいう。）



平成２３年４月１日現在◎生活保護法施行事務監査（法第２３条）の実施体制

国 都道府県・指定都市本庁
○国が行う監査（生活保護法第２３条に基づく監査） ○都道府県・指定都市が管内福祉事務所に対し行う監査

（生活保護法第２３条に基づく法定受託事務）
１．一般監査（５日間） １．一般監査（３～５日間 （特別監査も随時実施））
（１）実施体制 （１）実施体制

生活保護監査官 １１人 生活保護指導職員 ３３７人
（２）監査対象及び内容

（２）監査対象及び内容 ア．全福祉事務所（国の監査対象を除く）に対し、毎年度実施
（１，２３７ヵ所）

ア．６６都道府県・指定都市本庁 監 査 イ．監査内容
①本庁の実施体制 ①運営状況ヒアリング
②本庁監査の実施計画 ・管内概況、保護の動向
③本庁が行っている監査に係る指導 ・福祉事務所の体制
・組織機構、実施体制に対する指導状況 ・保護の決定実施の状況
・査察指導体制に対する指導状況 ・査察指導員の指導状況
・訪問調査活動に対する指導状況状況 是正改善報告 ・現業員の活動状況（訪問調査等）
・面接相談、辞退廃止に対する指導状況 ・経理事務の処理状況 等
・開始時の関係先調査に係る指導状況 ②事項別検討
・課税状況調査に係る指導状況 ・面接相談、辞退廃止の状況
・暴力団関係ケースに対する指導状況 ・課税状況調査の実施状況
・経理事務、債権管理に係る指導状況 等 ・暴力団関係ケースの指導状況

⑤監査結果講評 ・債権管理の状況
⑥結果通知、是正改善報告の適否 ・医療扶助、介護扶助の運営状況 等

③個別ケースの保護の決定実施の状況をケースファイルにより、
イ．都道府県・市別に、毎年度６０カ所程度の福 監 被保護世帯の１割を対象に検討し、ヒアリング内容を検証
祉事務所を実地指導（本庁の指導状況を確認） ２．監査結果講評

３．結果通知
（３）監査班、監査日程 是 ４．福祉事務所から是正改善報告の提出

①生活保護監査官、事務官 正
②本庁１日、福祉事務所４日間 改 ・濫給防止

善 暴力団員の排除、不正受給防止 監 査
２．特別監査（随時） 報 査 ・漏給防止 是正改善報告
（１）特定事項に問題がある福祉事務所 告 適切な面接相談の実施など
（２）保護動向等が特異傾向の福祉事務所 ・自立支援
（３）一般監査後の状況を確認
（４）日程：１～５日間 福 祉 事 務 所
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